
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症

を
正
し
く
理
解
し
、
症
状
が
あ
る
本
人

や
そ
の
家
族
を
温
か
く
見
守
り
応
援
す

る
人
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
普
段
の
生

活
で
、
気
に
な
る
か
た
を
見
守
り
、
声

を
か
け
る
こ
と
も
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

の
活
動
の
一
つ
で
す
。

希
望
の
団
体･

グ
ル
ー
プ
に
出
前
講

座
を
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
。
受
講
し
た
か
た
に
、
サ
ポ
ー

タ
ー
の
証
と
し
て
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
リ

ン
グ(

右
の
写
真)

を
お
渡
し
し
ま
す
。

出
前
講
座
▼

会
場(

依
頼
側
で
準
備)

に
講

師
が
伺
い
、
認
知
症
の
基
礎
知
識
や
接

し
方
な
ど
を
話
し
ま
す(

90
分
程
度)

。

無
料
。
５
人
以
上(

町
内
会
、
学
校
、
サ

ー
ク
ル
、
企
業
な
ど)

で
お
申
し
込
み
を

●
申
し
込
み

開
催
希
望
日
の
１
か
月

半
前
ま
で
に
、
長
寿
福
祉
課
☎(

８
６

６)

８
７
６
０
か
、
最
寄
り
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

市
に
申
し
出
が
あ
っ
た
社
会
福
祉
法

人
が
提
供
す
る
、
在
宅
と
施
設
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
を
軽
減
し
ま
す
。

申
請
に
よ
り
交
付
す
る
「
社
会
福
祉
法

人
利
用
者
負
担
軽
減
確
認
証
」
を
法
人

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
お
持
ち
の｢

確
認
証｣

は
６
月
30

日
(日)
で
期
限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
再
度

申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
者
１

次
の
６
項
目
す
べ
て
を
満

た
す
か
た
で
、
収
入
や
世
帯
状
況
な
ど

か
ら
、
生
計
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た

か
た

●
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

●
年
間
収
入
が
、
単
身
世
帯
で
150
万
円

(

世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
50

万
円
を
加
算)

以
下

●
預
貯
金
な
ど
の
額
が
、
単
身
世
帯
で

350
万
円(

世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご

と
に
100
万
円
を
加
算)

以
下

●
日
常
生
活
に
使
っ
て
い
る
資
産
以
外

に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

●
負
担
能
力
が
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養

さ
れ
て
い
な
い

●
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

対
象
サ
ー
ビ
ス

【
在
宅
】
①
訪
問
介
護(
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー)

、
②
通
所
介
護(

デ
イ
サ
ー
ビ
ス)

、

③
短
期
入
所
生
活
介
護(

シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ)

、
④
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
⑤

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
⑥
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護

＊
④
以
外
は
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。

【
施
設
】
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

軽
減
割
合
…
右
の
対
象
サ
ー
ビ
ス
す
べ

て
の
利
用
者
負
担
額
の
25
㌫(

老
齢
福

祉
年
金
受
給
者
は
50
㌫)

対
象
者
２
　
生
活
保
護
の
受
給
者

対
象
サ
ー
ビ
ス
と
軽
減
割
合

短
期
入
所
生
活
介
護(

在
宅)

と
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム(

施
設)

の
居
住
費(

滞
在

費)

の
全
額

申
請
方
法
▼

介
護
保
険
課(

市
役
所
福
祉

棟
２
階)

に
あ
る
申
請
書
と
課
税
状
況

の
調
査
へ
の
同
意
書
、
収
入
状
況
等
申

告
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
医
療
保

険
証
、
収
入･

資
産･

預
貯
金
や
扶
養
状

況
を
確
認
で
き
る
書
類
な
ど
と
一
緒
に

同
課
へ
提
出
を
。
同
意
書
に
は
世
帯
全

員
の
同
意
と
押
印
が
必
要
で
す

●
問
い
合
わ
せ
　
介
護
保
険
課
企
画
・

給
付
担
当
☎(

８
６
６)

２
０
６
９

施
設
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
す
る
場

合
の
居
住
費(

滞
在
費)

や
食
費
に
は
所

得
状
況
に
応
じ
た
自
己
負
担
の
上
限
が

あ
り
ま
す
。
申
請
に
よ
り
交
付
す
る

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
を

利
用
施
設
に
提
示
す
る
と
、
下
表
の
と

お
り
自
己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

現
在
お
持
ち
の｢

認
定
証｣

は
６
月
30

日
(日)
で
期
限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
再
度

申
請
が
必
要
で
す
。

次
の
施
設
で
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
が
対
象

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保

健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
短

期
入
所
生
活
介
護
施
設(

介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
も)

、
短
期
入
所
療
養
介
護
施

設(

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
も)

＊
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
所
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

申
請
方
法
▼

介
護
保
険
課(

市
役
所
福
祉

棟
２
階)

、
河
辺･

雄
和
の
各
地
域
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
に
あ
る
申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
る
ほ

か
、
電
子
申
請
も
で
き
ま
す
。
受
付
開

始
は
６
月
１
日
(土)
か
ら

●
問
い
合
わ
せ
　
介
護
保
険
課
認
定
担

当
☎(

８
６
６)

２
４
０
７

＊市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、秋田
市ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/

市役所からの
お知らせ

３

介か
い

護ご

保ほ

険け
ん

施し

設せ
つ

の

居き
ょ

住じ
ゅ
う

費ひ

と
食し

ょ
く

費ひ(

短た
ん

期き

入

所
含

し
ょ
ふ
く

む)

を
軽
減

け
い
げ
ん

し
ま
す

対象者と居住費･食費の負担限度額

＊( )内は特別養護老人ホームや短期入所生活介護施設の従来型個室の額。　　

社
会
福

し
ゃ
か
い
ふ
く

祉し

法
人

ほ
う
じ
ん

が
提て

い

供き
ょ
う

す
る
介か

い

護ご

サ
ー
ビ

ス
利り

用よ
う

料り
ょ
う

を
軽
減

け
い
げ
ん

認に
ん

知ち

症し
ょ
う

サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講

よ
う
せ
い
こ
う

座ざ
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国
保
加
入
の
40
歳
以
上

い
つ
ま
で
も
健
や
か
な
生
活
を
送
る
た

め
に
、
健
康
診
査
を
受
け
て
自
分
の
健
康

状
態
を
把
握
し
ま
し
ょ
う
。

次
の
対
象
者
に
、
５
月
下
旬
に
受
診
券

と
受
診
方
法
や
健
診
の
実
施
医
療
機
関(

133

か
所)

を
記
載
し
た
冊
子
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
よ
く
読
ん
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

い
ず
れ
も
受
診
無
料
で
す
。

対象

特
定
健
康
診
査
…
秋
田
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
て
、
来
年
３
月
31
日

時
点
で
40
歳
以
上
の
か
た

健
康
診
査
…
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
か
た

実
施
期
間
▼
６
月
１
日
(土)
〜
来
年
３
月
末

必
要
な
も
の
▼
受
診
券(

裏
面
の
質
問
事
項

は
事
前
に
記
入
す
る)

と
各
保
険
証

健
診
内
容
▼
基
本
項
目(

血
糖
、
脂
質
、
肝

機
能
検
査)

と
、
医
師
の
判
断
で
、
貧
血･

心
電
図･

眼
底
検
査
が
受
け
ら
れ
ま
す

＊
予
約
が
必
要
な
医
療
機
関
も
あ
り
ま
す
。
受
診

券
と
同
封
す
る
冊
子
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
▼
特
定
健
診
課
☎(

８
６
６)

８
９
０
３

●
特
定
健
康
診
査

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

●
健
康
診
査

受
付
時
間
▼
午
前
８
時
〜
10
時

実
施
日
▼
６
月
２
日
(日)
、
７
月
７
日
(日)
、

８
月
４
日
(日)
、
９
月
１
日
(日)
、
10
月
６
日
(日)
、

11
月
10
日
(日)
、
12
月
１
日
(日)
、
１
月
19
日
(日)
、

２
月
２
日
(日)
、
３
月
２
日
(日)

会
場
▼
秋
田
県
総
合
保
健
事
業
団
中
央
健
診

セ
ン
タ
ー(

川
尻
町
字
大
川
反
233-

186
内
、
赤

十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
と
な
り)

同
時
受
診
で
き
る
が
ん
検
診
▼
胃
が
ん(

定
員

あ
り)･

胸
部･

大
腸
が
ん･

前
立
腺
が
ん
検
診

が
ん
検
診
希
望
の
か
た
は
、
必
ず
特
定
健

診･

健
康
診
査
と
一
緒
に
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。
が
ん
検
診
の
み
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん

＊
大
腸
が
ん
検
診
は
、
事
前
に
検
査
容
器
に
採
便
し
、

受
診
日
当
日
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
容
器
は
次

の
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

・
窓
口
▼

国
保
年
金
課
、
北
部･

西
部･

河
辺･

雄
和
の

各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
、
岩
見
三
内･

大
正
寺
の
各
連
絡
所
、
保
健

予
防
課
、
に
ぎ
わ
い
交
流
館(

中
通)

受
付
時
間
▼
午
前
８
時
〜
10
時

同時受診
できる
がん検診｝

日
曜
健
診
会
場(

月
１
回)

雄
和･

河
辺
地
域
の
集
団
健
診
会
場

＊
子
宮
頸
が
ん･

乳
が
ん
検
診
は
正
午

か
ら
午
後
１
時
。

＊
対
象
者
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
受
診
で
き
ま
す
。

＊
乳
が
ん
検
診
は
、
保
健
予
防
課
へ
事
前
予
約
が
必

要
で
す
。
定
員
40
人
。

＊
大
腸
が
ん
検
診
は
、
事
前
に
検
査
容
器
に
採
便
し
、

受
診
日
当
日
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

容
器
は
上
記
の
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

｢

特
定
健
康
診
査｣｢

健
康
診
査｣

は
、
雄
和･

河
辺
地
域
の
集
団

健
診
会
場
、
日
曜
健
診
会
場
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
各
会
場
で
は
同
時
に
が
ん
検
診
を
受
診
で
き
ま
す
。

が
ん
検
診
の
内
容
は
、
広
報
あ
き
た
５
月
３
日
号
14
ペ
ー
ジ
か
、

今
号
と
同
時
に
配
布
し
た｢

秋
田
市
の
健
診
ガ
イ
ド｣

を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
が
ん
検
診
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
保
健
予
防
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
☎(

８
８
３)

１
１
７
６

６６
月月
かか
らら
始始
まま
りり
まま
すす

５
月
30
日(

ご
み
ゼ
ロ
の
日)

か
ら

６
月
５
日(

環
境
の
日)

ま
で
の
一
週
間
は

｢

全
国
ご
み
不
法
投
棄
監
視
ウ
ィ
ー
ク｣

期
間
中
、
不
法
投
棄
防
止
の
啓
発
や

パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
な
ど
を
実
施
し
ま

す
。
美
し
い
環
境
を
保
つ
た
め
に
も
、

一
人
ひ
と
り
が
不
法
投
棄
に
目
を
光
ら

せ
て
、
地
域
の
環
境
に
関
心
を
も
ち
ま

し
ょ
う
。
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら
、

廃
棄
物
対
策
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

廃
棄
物
対
策
課

☎(

８
６
６)

２
０
７
６

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
岩
手
県
野
田

村
の
災
害
廃
棄
物(

可
燃
系
混
合
廃
棄

物)

の
市
総
合
環
境
セ
ン
タ
ー
で
の
受

け
入
れ
が
３
月
で
終
了
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
残
り
の
可
燃
系
廃
棄
物
処
理
が
、

岩
手
県
な
ど
の
施
設
で
完
了
す
る
め
ど

が
つ
い
た
た
め
で
す
。

な
お
、
市
総
合
環
境
セ
ン
タ
ー
で
の

廃
棄
物
処
理
に
伴
う
放
射
性
物
質
な
ど

の
各
種
測
定
結
果
は
、
昨
年
９
月
か
ら

の
実
施
以
降
、
す
べ
て
問
題
の
な
い
数

値
で
し
た
。

●
問
い
合
わ
せ

環
境
都
市
推
進
課

☎(

８
６
３)

６
６
３
２

岩い
わ

手て

県け
ん

野
田

の

だ

村む
ら

か
ら
の

廃は
い

棄き

物ぶ
つ

受う

け
入い

れ
が
終
了

し
ゅ
う
り
ょ
う

不ふ

法
投

ほ
う
と
う

棄き

を

な
く
そ
う
！
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